
子どもの目の病気 結膜炎

監修／長崎県眼科医会

結膜に炎症が起こって充血やかゆみ、涙や目やになどの症状を起こすのが「結膜炎」
です。このうち大きくわけて、感染性結膜炎とアレルギー性結膜炎があります。

結膜炎とは

　昔は“ものもらい”、“めもらい”と呼ばれていて、他人から感染するという認識でした
が、実際は、霰粒腫、麦粒腫、マイボーム腺梗塞・マイボーム腺炎という病気で、まぶたの
周りが不衛生になることで起こる炎症。細菌によって起こり、感染性はないという…

◉原因 
細菌やウイルスによる感染が原因。細菌性結膜炎の原因菌
はインフルエンザ菌、肺炎球菌、黄色ブドウ球菌。ウイルス
性結膜炎の場合、アデノウイルス、エンテロウイルス、ヘル
ペスウイルスなどが原因。特にアデノウイルスが原因となる
流行性角結膜炎（はやり目）や咽頭結膜熱（プール熱）が多く
見られます。 

◉症状
通常、感染から７～10日程度の潜伏期間を経て発症。結膜
に充血が生じ、目やにが多く出ます。ゴロゴロした異物感や
痛みが出ることも。風邪のような症状を伴うことがあり、ウイ
ルス性結膜炎の場合にはリンパ節が腫れたりすることもあ
ります。流行性角結膜炎は目の症状が強く出ることが多く、
一時的に角膜に濁りが生じたりすることがあります。咽頭結
膜熱の場合は喉の痛みや発熱などの症状が強く出ます。

◉治療
細菌性結膜炎の場合にのみ抗菌薬が有効。ウイルス性結膜
炎の場合には特効薬はなく１～２週間自然治癒を待ちます。

◉予防
ウイルス性結膜炎は感染力が非常に強く、集団感染を引き
起こすことが。流行性角結膜炎の場合には医師の診断によ
り周囲への感染力がなくなったと判断されるまで、咽頭結膜
熱は主要症状がなくなった後２日経過するまで登校が禁止
されます。直接的感染予防法としては、よく手を洗うこと、タ
オルやハンカチを共有しないこと、感染者は最後にお風呂
に入るかシャワーで済ませることなどが挙げられます。

◉原因
アレルギーとは、本来無害なものに対して免疫系が
過剰に反応してしまうこと。スギ花粉がよく知られま
すが、ヨモギ、ブタクサ、ヒノキなどの花粉、ハウスダス
ト、ダニなども原因と言われます。

◉症状
代表的な症状はかゆみ。かくほど症状が強くなること
があるので、適切な治療でかゆみを抑える必要があ
ります。充血やごろごろとした異物感、涙もよくみられ
る症状。

◉治療
症状を鎮めるための対症療法としては、抗アレル
ギー薬の目薬を使用するのが一般的。アレルギーの
もとを抑える原因療法としては、アレルギーの原因

（抗原）がわかっている場合にその抗原を少しずつ濃
度を高くしながら投与し、徐々に体に慣らしていく方
法があります。

◉予防
花粉症の場合は、症状の出やすい時期に花粉との接
触を避ける工夫が必要。目を覆う眼鏡やマスクの着用
が有効です。ダニやハウスダストについては部屋の清
潔を心がけ、寝具を干しましょう。

感染性結膜炎 アレルギー性結膜炎

ちょっと小噺 ものもらい

子どもにとっての　　　　　を
考えてみませんか？

家庭や社会の中で身近に起こっているできごとを見ながら、

「子どもや子育てのこと」を考えていきます。

～今回は、子どもの権利条約についてお話します～

長崎県青少年育成県民会議
〒850-0031 長崎市桜町4-1 長崎商工会館９階　TEL/FAX 095-824-7510　E-mail n-kenminkaigi@room.ocn.ne.jp

「子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）」って聞いたことがありますか？ 
世界中のすべての子どもたちがもっている“権利”について定めた条約です。

1989年11月、国連で日本を含む世界中の国の賛成で決められました。
名前や国籍をもつ権利、学んだり遊んだりする権利など、全54条の条文で成り立つこの条約は、

子どもの基本的人権が保障されるべきことを国際的に定めた条約です。
この条約には子どもが自分の中にもっている豊かに伸びる力をいかして、

元気に楽しく成長していけるように、たくさんの大切な権利が定められています。

【参考文献】
・ユニセフ　こどもの権利条約　https://www.unicef.or.jp/kodomo/kenri/syo9-16.htm
・1992年10月　子どもの権利条約をすすめる会「初版」/子どもの権利・教育・文化全国センター
・1995年 8月　小口尚子・福岡鮎美　子どもによる　子どものための「子どもの権利条約」/株式会社　小学館
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